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本日のお話の趣旨 

規模や業種・業態にかかわらず、事業継続の積極的な取り組みによ
り、社会全体の強靱化を進めることを目的とする、レジリエンス民間認
証の2年目がスタート（初年度認証取得71団体）しました。 

認証制度の特徴を知り、みなさまのBCPが “正しい”BCP理解のもと
で、認証の条件である必須事項を満たしているか、どの程度推奨事
項が整えられているかが、認証取得の決め手になります。 

つまり、BCPに係る必須項目（13項目）が全うされていることが必
至の手。とりわけ、事業継続戦略・対策、見直し・改善、教育・訓練
の取り組み（規定の文言と実施の記録を示せること）については要
注意です。 

そこで、認証取得へ向けて、自分たちのBCPをレビューしてみてはいか
がでしょうか。その際に内閣府事業継続ガイドライン（平成25年8月
改定）別添「事業継続ガイドライン チェックリスト」はお薦めです。 
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認証取得制度の特徴と留意点 
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①基本的には、内閣府「事業継続ガイドライン（平成25年8月改
定）」を下敷きにしたと見られる審査基準を用いて審査がなされます。 

②よって、申請団体提出書類で使われる用語については、内閣府ガイ
ドラインでその意味、用法を確認しておくことをお薦めします。 

③審査は書面審査と面接審査、書面審査は「必須事項」と「推奨事
項」を確認、前者のすべてを満たす必要があります。 

④さらに必須事項については、書面等の具体的な根拠（証拠）を示
す必要があります。 

⑤合否の比重は書面審査の方が大きいのですが、面接を受ける取締
役等がきちんと “自分たちのBCPを語れ“なければなりません。 
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 【重要業務】 内閣府ガイドラインでは「優先的に継続・復旧すべき
重要（な）事業に必要な業務＝重要業務」としています。  

• 定義はともかく、注意すべきは「情報システム、製造ラインetc.」と
リソースを重要業務としてあげること。 ⇒ リソースは重要業務の
実施に不可欠なツールとされる。 

 【目標復旧時間】 内閣府ガイドラインでは「重要業務について、どれ
くらいの時間で復旧させるかを...」としています。 

• 問題なのは、目標復旧時間をゼロとするケース、審査では現実
的ではないとされかねない。むしろ目標復旧時間が達成できるか、
検討するプロセスを重視 

BCP用語の意味・用法の確認 1/2 



4 

BCP用語の意味・用法の確認 2/2 
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 【事業継続戦略・対策】 内閣府ガイドラインでは単語自体の定義
は明確にされていませんが、Ⅳ章を費やして考え方、観点を説明して
います。  

• 「重要製品・サービスの供給継続・早期復旧」、「企業・組織の
中枢機能の確保」等の観点に対し、現地復旧・代替の戦略とそ
のための事前対策を定めていること（訓練は含まない）。 

 【訓練】 認証取得制度では「BCPの発動訓練のことであり、避難
訓練等は該当しません。」としています。 

• 訓練とは、「BCP発動時の対応の訓練など、重要業務の事業
継続のための直接的な訓練」であり、地震や火災の避難訓練、
消火訓練、起震車の体験、下敷き救出訓練、炊出し訓練、単
純な安否訓練は該当しない。 
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必須事項の中の“★必須事項” 
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重点 必須事項 補足 

事業継続方針があること 

重要業務の選定プロセスがあること 
選定の方法でなくても、重要業務の例示であっても可、リソースの提示
（例えば「情報システム」）は重要業務と見なさない。 

目標復旧時間が設定されていること 
必ずしも目標復旧時間の提示を要しない。設定の考え方・方法の説
明でも可 

★ 事業継続戦略・対策を有していること 戦略・対策の正しい理解を求めている。 

重要業務を中断させない体制と対応手順があること 

☆ BCPの見直し・改善の仕組みがあること 書面（既存文書の写し等）、写真、図表などを示す必要あり。 

★ 
見直し・改善の実施記録が2年分（1年以上前と1年以内）ある
こと 

何を見直し、改善したかその理由が明示する必要あり。訓練の結果に
よる見直し・改善に一本化しても可 

★ 
事前対策の実施状況を示す記録が2年分（1年以上前と1年以
内）あること 

必ずしも具体的な提示を要しない。実施していることが分かる書面等の
提示でも可 

☆ 教育・訓練計画があること 
あくまでも今後の計画であること。訓練とは重要業務の事業継続のため
の直接的な教育・訓練を優先し、避難訓練等は含まない。 

★ 
教育・訓練の実施記録が2年分（1年以上前と1年以内）あるこ
と 

日時・場所・参加メンバーを示す必要あり。 

☆ 訓練の結果を踏まえた見直し・改善が行われたこと 
必ずしも具体的な提示を要しない。実施していることが分かる書面等の
提示でも可 

事業継続の責任者・担当者がいること 

国土強靱化に係る法令等に関して違反する重大な事実がないこと 

※審査で重視される事項（申請者にとってハードルの高い事項でもある）の重点の度合いを重：★→☆→  軽：無印で示す。 
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チェックリストでBCPをレビューする 
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①事業継続の取り組み（導入時・導入後のいずれの時点）のチェック 

②加えて、事業継続に何が必要かを確認 
＜重要チェック項目＞ 
4.1事業継続戦略・対策の基本的考え方 
4.2.1～4.2.6 
5.1.2事前対策の実施計画 
5.1.3教育・訓練の実施計画、6.2教育・訓練の実施 
5.1.4見直し・改善の実施計画 
6.1事前対策の実施 

参照先：内閣府 http://www.adrc.asia/publications/psdrr/pdf/guideline03.pdf 

BCPの見直し・改善 

BCMの実践 

レジリエンス認証 


